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菰

令 和 3年度 障害福祉 サー ビス報酬改定 に関す る意見

本協会 は、 1998年 に精神保健 の向上及 び精神 障害者 の福祉 の増進 に寄与す る

ことを 目的 に国家資格化 され た精神保健福祉 士 を正会員 とす る職 能 団体 として、

精神 障害者 の権利擁護 と社会参加 の促進 のための実践 に取 り組 んでいます。また、

現在精神保健 福祉 士 は、医療 、保健 、福祉 、教育、司法 、産業 な ど多分野で活躍

してお り、す べ ての人 の精神保健福社 の増進 を真摯 に追求 し活動 しています。

さて、令 和 3年度 障害福祉 サー ビス等報酬改定 にむ けて、本協会 は 2020年 2

月 14日 に厚 生 労働省 に要望書 を提 出 してい る ところであ ります が、現在 、障害

福祉 サー ビス等報酬 改定検討 チー ム (以 下 「検討 チー ム」 とい う。)で示 され て

い る方 向性 を踏 ま え、貴党 において検討 の上 、是非施策 に反 映 させ ていただ きた

く下記 の意 見 を 申 しあげます。

今 回の報 酬 改 定が後押 しとな り、精神 障害者 が安心 して暮 らせ る地域共生社会

の実現 に一層 近づ くこ とを願 つてい ます。

記

1.精神障害にも封応 した地域包括ケアシステムの構築を推進 してい くために、

地域移行支援の実績評価、自立生活援助の評価、医療 と福祉の連携の促進が必

要です。

現在、厚労省で推進 している「精神障害にも対応 した地域包括ケアシステム

の構築」に向けた取 り組みは大変重要な施策 と考えてお ります。これを後押 し

するために、必要な事業への評価 を是非反映 させてくだ さい。

特に地域移行支援は、精神科医療機関や障害者支援施設か ら地域生活への移

行を支援するサー ビスですが、精神障害者における障害福祉サー ビス等別利用

者割合を見ると 0。 2%と 非常に低い数値です。精神科医療機関への長期入院を

余儀なくされている障害者の地域生活への移行を推進す る観点か らは、指定事
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業所 の稼働 率 の向上が求 め られ 、地域移行支援 の実績 評価 の拡充 に よる後押 し

を要望 します。

また、 自立生活援助 は、緊急訪 問や電話相 談 (夜 間含 む )、 複数 回実施 した

同行 支援 に対す る加 算 とともに、 自立生活援助 サー ビス費 (I)(Ⅱ )の 区分

につ いて も退所後 の 日数 に限 らず 実態 に合 わせ た見直 しが必要です。

検討 チー ム第 19回 資料 2「精神 障害 にも封応 した地域包括 ケアシステ ムの

推進 につ いて」≪論点等 ≫論 点 5「 医療 と福祉 の連携 の促進 」について、自立

生活 援助 事 業者 や地域 定着 支 援 事 業者 と精神 科 医療機 関 との情報連携 にお け

る加 算 が検討 され ています。両者 に よる情報共有 は、チー ムアプ ローチの展 開

には欠 かせ ない事項 であ りなが ら、労力 を要す るこ ともあ り十分 にな され てい

る とは言 えない状況 にあ ります。関係者 が必要 な情報 を共有す るこ とで 当該 の

障害者 に対す る支援 を適切 に行 え るよ う報酬 に よる後 押 しが期待 され ます。こ

れ につ きま しては、他事業 におい て も同様 で あ り、精神 科 医療機 関 との連携 に

つ い て医療連携体制加 算等 へ の組 み込み も含 め、是非横 断的事項 として取 り扱

ってい ただ きた く存 じます。

2.特定相談支援事業における基本相談支援に対 して基本報酬単価の見直 しが

必要です。

基本相談支援は、サー ビス提供事業所への見学同行や面談の同席、利用者の

住まい探 し、サー ビス利用開始までの継続的な訪問や電話等、障害者が安心 し

て障害福祉サー ビスを利用できるようにするために多 くの時間を費や します。

そのため、業務に見合った評価 として基本報酬単価の見直 しが必要であると考

えます。

3.ピ アサ ポー トの専 門性 の評 価 を高 くす る必要 が あ ります。

ピアサ ポー トの専 門性 の評価 につ いて、対象 とな るサー ビスや研修 ス キー ム

の整備 な ど、その専 門性 を担保 す るための必要性 が報 酬 改定チー ムにおいて確

認 され た こ とは是非実現 して いただ きたい と考 えてお ります。ピアサ ポー トの

有効性 は既 に実証 され てお り、報酬上 の単価 に よつて 、その導入 が促進 され る

た め、また ピアサポー ター が 自尊 心 を もつて働 くこ とがで きるた めの単価設 定

が必 要 で あ り、提示 され てい る点数 では低す ぎる と考 えます。

また、ピアサ ポー ター が地域 で活躍す るた めの共通 理解 と普及啓発 に繁 げ る

た め、市 町村 (ま たは障害保 健福祉 圏域 )の 協議会等 に ピアサポー トに関す る

協議 の場 を設置 し、ピアサ ポー ター の養成 と体制整備 を推進す るこ とが必要 と

考 えます。

4.就労継続支援 A型の評価項 目について追加でご検討願います。

就労継続支援 A型に関 しては検討チームにおいて「複数の項 目における評価

をスコア化 し、当該スコアを実績 として評価する」とい う方向性が示 されてい

ますが、これについては現在の評価軸の偏 りを是正す るとい う意味で是非進め
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ていた だ きたい と考 えます。

検討 チー ム資料 として示 され てい る 「各評価項 目の内容 (イ メー ジ )」 の う

ち 「Ⅲ 多様 な働 き方」 の項 目につ いて は、例示 され てい るものに加 えて社会

保 瞼 の加 入 率 に よる評価 や利 用者 の キ ャ リアア ップ の仕組 み が あ るこ とへ の

評価 も入 れ るこ とを検討 して くだ さい。また、本来 の就 労継 続支援事業 の在 り

方 とも大 き く関わ る項 目なので、「Ⅲ 多様 な働 き方」の配点 を「 I 労働 時 間」

と同程度 に高 くす るよ うご検討 くだ さい。

「Ⅳ 支援 力 向上」 につ いて 、普段外部研修 に参加 で きない現場職員 が学べ

る機 会 の確保 は支援力 の 向上 に欠 かせ ませ ん。例示 され てい る評価要素 に加 え、

外 部 講 師 を招 い て全職 員 を対 象 と して行 う研修 の実施 も評価 に入れ るこ とを

検討 して くだ さい。

5.就 労継 続 支援 B型 の平均 工賃 月額 に応 じた報酬体 系 に も ピアサ ポー ト支援

や地域 の活動機会 の提供評 価 を認 めて くだ さい。

検討 チー ムにお いて、現行 の 「平均 工賃月額」 に応 じた報酬体系のほか に、

利 用者 の生産活 動等へ の参加 等 を支援 した こ とを もつて一律 の評価 をす る報

酬体 系 を新 た に創設す るな ど、報酬体系 の類型化 が検討 され てお り、これ も平

均 工賃 月額一辺倒 の評価軸 の偏 りの是正 にはつ なが る と考 え られ ます。

「ピアサ ポー トに よる支援 の評価 」や 「地域 の活 動機 会 の提供へ の評価 」に

関 して は、「一律 の評価 」 の体 系 だ けに加 算 が付 く形 になっています が、高工

賃事業所 の在 り方 と矛盾す る とは思 えないので、双方 で加 算 が とれ るよ うにす

るこ と、どち らかの報酬体 系 を選択 した後 、他方 の体系 に変更 で きる道筋 は残

す こ とについて検討 して くだ さい。

以 上
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